
 

 

 

 
 

 

 

１．令和２年度決算報告、令和３年度予算承認されました                                           総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本年度事業計画案(今後、「総務」「安全・安心」「環境・美化」「教育・文化・商工」「健康・福祉」部会で事業計画決定執行します) 

○総務部会 

・公民館行事（夏祭り、敬老会(中止決定)、町民運動会、公民館祭り、３世代交流ペタンク大会(子ども会主催・社協主催)、

子ども会花壇推進、ラジオ体操等）、各種団体規約・交付金等運用調査、等 

○安全・安心部会 

防犯灯・街灯設置(通学路・避難路重点)、防災訓練、情報伝達訓練、防災備蓄品整備等 

○環境・美化部会 

リサイクル啓蒙活動、笠郷クリーン活動の日、ゴミ捨てマナー改革活動、FBC活動協力等 

○健康・福祉部会 

３世代交流会、福祉委員採用是非、笠郷カルタ、コロナ対策案(手洗い消毒石鹸、消毒液)、健康増進活動、見守り活動等 

○教育・文化・商工部会 

瓢箪苗育成、笠小スクールサポーター協力、地区資料集作成、FBC花壇協力等 

２．コロナ禍でのイベント開催中止等への対応 

事業予算の変更については理事会承認事項とし、総会を開催しなくても柔軟に対応できるよう会計規則を変更しました。 

「地域が育てる・ふるさと笠郷を創造する！」           ホームページ ： http://kasagou.jp/ 

「笠郷地域創生自治町民会議」だより 
総会報告                              笠郷地域創生自治町民会議会長 細川 一 

＜裏面あり＞ 
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①．対 象 者 

養老町に住所を有し、次のいずれかに該当される方。 

（1）65歳以上の独居で身体病弱のため、緊急時に機敏な行動が困難な方 

（2）独居で身体障害者手帳１～３級までの交付を受け、緊急時に機敏な行動が困難な方 

（3）独居で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する方 

（4）６５歳以上のみ世帯で、ねたきり又は認知症の家族を介護している方 

 

②．費用の負担 

○装置の設置、撤去、電池交換等保守・・・・・町の負担 

○電話機の基本料金及び通話料･････利用者の負担 

 

③．申請先 

養老町役場健康福祉課、又は養老町地域包括支援センター 

 

④．申請に必要なもの 

【装置設置時】 

●申請書『緊急通報システム利用申請書』(民生委員の承諾が必要です) 

●地図『申請者宅略図』 

●協力員承諾書『養老町緊急通報システム事業協力員承諾書』 

●機器借用書『養老町緊急通報システム事業用機器借用書』 

【装置撤去時】 

●辞退届『養老町緊急通報システム事業利用変更・辞退届』 

※ 装置は貸与です。転出や施設入所、長期入院等で緊急通報装置が不要になった場合は装置の撤

去にお伺いしますので速やかに役場にご連絡ください。 

※ 現在光回線使用者はご利用いただけませんのでご了承ください。 

 

 

問い合わせ先◆養老町役場 健康福祉課  電話:32-110５ 

◆養老町地域包括支援センター  電話：33-0270 

◆各地区の民生委員 

（発行）笠郷地域創生自治町民会議 事務局  電話：３６－０００６ 

ご自宅の電話機に接続する緊急通報装置と、緊急通報用のペンダントを貸与します。 

緊急の病気や災害、事故等のため救助を必要とする時に、この装置またはペンダント

のボタンを押すだけで消防暑（緊急情報受信センター）に通報され、迅速な救急及び

救助活動につなげます。 

緊急通報装置(SL-8型) 

ペンダント型送信機 
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